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資料１ 

削減目標の考え方  



2

 

 

（１）温室効果ガス排出量 ※の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ 温室効果ガスは、二酸化炭素（CO２）、メタン（CH４）、一酸化二窒素（N2O）、 

ハイドロフルオロカーボン類（HFC）、パーフルオロカーボン類（PFC）、 

六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の 7 種類を指します。 

 

 

（２）最終エネルギー消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 温室効果ガス排出量等の推移 
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（参考）電力原単位の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力原単位は、1kWh の電気を使用した場合の CO₂排出量のことで、化石燃料の燃

焼（火力）、原子力、水力、風力等の発電方式の比率によって変動します。  

京都メカニズムクレジットとは「京都議定書」で定められた、温室効果ガス削減をよ

り柔軟に行うために、海外における排出削減量等を自国の排出量削減分に割り当てるこ

とができるものです。2013 年度以降、電力事業者による京都メカニズムクレジット等

の反映量が減少したため、電力原単位における京都メカニズムクレジット反映前後の差

はほとんどなくなりました。 
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（１）削減目標設定までの手順 

 

 

基準年度（2013 年度）から、追加的な対策を見込まないまま推移した場合

（なりゆきケース）の将来の温室効果ガス排出量を推計 

 

   部門・分野別に対策・施策を設定し、その削減効果を目標年度におけるなりゆ

きケースの排出量から積み上げて総量目標を算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1-2 温室効果ガス排出量の削減目標の考え方 
 

2013 年度 

（基準年度） 

2030 年度 

（目標年度） 

＜なりゆきケース＞ ＜対策ケース＞ 

ＳＴＥＰ１ 

ＳＴＥＰ2 

STEP1：なりゆきケースの推計 

 
 現状以上の削減対策をしない 

 世帯数や経済成長など「活動

量」のみが変化すると想定 

STEP2：排出削減目標値の試算 

 
 今後実施する国や市の取組効果を積み上げ 

「目標値」＝「なりゆきケース」-「取組効果」 

削減目標量 
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（２）なりゆきケースの推計

なりゆきケースの温室効果ガス排出量は、以下の考え方に基づき推計しています。

（単位：万 t-CO₂）

活動区分
2013 年度

実績（※）

2030 年度

なりゆきケ

ース推計値

推計に用いた活動量の増減

家庭 335 342

・世帯数の増加

本市推計により、103.4 万世帯（2013 年度）

から 108.7 万世帯（2030 年度）へ増加

ただし、エネルギー消費が少ない一人世帯の割

合が増加するため、その減少分を補正

マイカー 152 135
・本市保有台数比率（対愛知県）の減少傾向

・国全体の交通需要予測値

旅客需要（主にガソリン車及び LPG 車）は減

少傾向、貨物需要（主にディーゼル車）は増加傾

向
業務用車 199 210

オフィス・

店舗等
394 421

・延床面積の増加

リニア中央新幹線の開通等を踏まえ、国と同様

の増加率（+6.8%）を想定

産業 326 433

・経済成長率

製造業および建設業は、国と同様の経済成長

（年率 1.7％）を想定

農業は、一定の傾向が見られないため現状のま

ま推移

運輸

（鉄道・船舶）
94 104

・エネルギー消費量の経年変化

一定の傾向がみられないため現状のまま推移

ただし、リニア中央新幹線の電力消費量に伴う

排出量の試算値を上乗せ

エネルギー転換 15 15
・エネルギー関連施設の増減

現状のまま推移

廃棄物 29 29
・廃棄物の経変変化

近年は横ばいのため現状のまま推移

CO₂以外の

温室効果ガス
57 57

エネルギー消費に伴うメタン等は微増、フロ

ン類は、一定の傾向がみられないため現状のま

ま推移

計 1,599 1,746

※なりゆきケース推計の都合上、家庭用水道供給に伴う CO₂排出量（ 3万t-CO₂）を「オフィス・

店舗等」に含めています。
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（３）主体別・対策別削減量 

  2030 年度に、基準年 2013 年度比 27%を削減するための主体別排出量の内訳は、以下の

通りです。 

 

 

 

 

活動 

区分 

2030 年度の削減目標量 

【なりゆきケースからの削減】 

（万 t-CO₂） 

内容 
本計画の施策 

生活像 主な取組 

 

 

▲145 

▲78 

  

環境配慮住宅の普及 

・低炭素建築物 

・高効率照明、給湯 

・省ｴﾈ機器 

・HEMS 低炭素住生活 

(住宅・建築物) 

(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ) 

・ZEH 普及促進 

・定置用燃料電池導入促進 

・高効率省ｴﾈﾙｷﾞｰ機器導入 

・ｽﾏｰﾄﾊｳｽ普及促進 

・自家消費太陽光発電導入 

 促進 

・太陽熱利用設備導入促進 
▲2 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入 

▲ 58 

電力原単位の改善

（0.513→0.37 ㎏-

CO₂/kWh） 

・太陽光発電設備導入促 

 進 

▲2  低炭素なﾗｲﾌｽﾀｲﾙへの

転換 
人づくり・ 

人の輪づくり 

・ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ制度による行 

動促進 

・多様な主体との環境活 

動の総合的普及啓発 

▲4  
廃棄物の削減 

・ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ推進 

・分別・ﾘｻｲｸﾙ推進 

 

▲24 

▲18 

次世代自動車の普及 

低炭素住生活 

(移動) 

・次世代自動車普及促進 

▲2 
道路交通流対策の推進 ・道路と鉄道の立体交差化 

▲4 
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌ ゙

徒歩・自転車・公共交

通へのｼﾌﾄ 

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ推進 

・徒歩、自転車、公共交通 

へのｼﾌﾄに係る取組 

国等：▲76 

本市：▲2 

 

本市：▲2 

本市：▲2 

本市：▲4 

国等：▲2 

国等：▲15 

本市：▲3 

 

本市：▲4 

 

国等…国等と連携した施策による削減分 

本市…本市の施策による削減分 
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活動 

区分 

2030 年度の削減目標量 

【なりゆきｹｰｽからの削減】 

（万 t-CO₂） 

内容 
本計画の施策 

生活像 主な取組 

 

 

▲38 

▲28 

次世代自動車の普及 

低炭素住生活 

(移動) 

・次世代自動車普及促進 

 ▲3 
道路交通流対策の推進 ・道路と鉄道の立体交差化 

▲7 ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

ｸﾞﾘｰﾝ物流の促進 

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ推進 

・ｸﾞﾘｰﾝ配送推進 

 

▲182 

▲38 環境配慮建築物の普及 

・低炭素建築物 

・高効率照明 

・高効率給湯 

低炭素住生活 

(住宅・建築物) 

(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ) 

・低炭素建築物認定 

・ZEB 普及促進 

・地域冷暖房促進 

・定置用燃料電池導入促進 

▲28 

機器(複写機やｻｰﾊﾞｰ等)

の省ｴﾈ性能向上 

低炭素住生活 

(事業・産業) 

・ｴｺ事業所認定制度 

・地球温暖化対策計画書 

制度 

・省ｴﾈ相談窓口 

▲20 環境に配慮した事業活

動 

・BEMS、省ｴﾈ診断 

・ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ、ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ 

低炭素住生活 

(事業・産業) 

(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ) 

・ｴｺ事業所認定制度 

・BEMS・FEMS 導入促進 

・省ｴﾈ相談窓口 

▲96  電力原単位の改善 ・太陽光発電設備導入促進 

 

▲172 

▲58 
省ｴﾈ設備等の導入 

低炭素住生活 

(事業・産業) 

(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ) 

・地球温暖化対策計画書 

制度 

・高効率機器導入促進 

・環境保全設備資金融資 

・BEMS・FEMS 導入促進 

▲16 鉄道・船舶分野の省ｴﾈ

化 

低炭素住生活 

(移動) 
・車両更新 

▲97 電力原単位の改善 
低炭素住生活 

(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ) 
・太陽光発電設備導入促進 

▲2 
廃棄物の削減 

(市役所環境行動計画

2030 を準用) 

人づくり・ 

人の輪づくり 

・ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ推進 

・分別・ﾘｻｲｸﾙ推進 

その他 

ガス 
▲13 ▲13      

合計 ▲573 （電力原単位の改善：▲251、国等：▲280、本市：▲42） 

 

国等：▲33 

本市：▲5 

 

国等：▲24 

本市：▲4 

 

国等：▲17 

本市：▲3 

 

国等：▲23 

本市：▲5 

 

国等：▲3 

本市：▲7 

国等：▲58 

国等：▲16 

本市：▲2 



8

（４） 2030 年度の温室効果ガス排出量のまとめ

（単位：万 t-CO2）

区 分

2013 年度

実績

2030 年度

なりゆきケ

ース

削減量

2030 年度

目標値（※）
増減

比率

(2013 比)

電 力 原 単

位 の 改 善

分

国 等 と 連

携 し た 取

組分

本 市 独 自

の取組分

a ｂ ｃ ｄ a-(b+c+d)

家庭

家庭 338 342 58 76 7 203 ▲40%

廃棄物 16 16 0 0 4 12 ▲25%

計 354 358 58 76 10 215 ▲39%

マイカー
運輸
(マイカー)

152 135 0 17 7 110 ▲27%

計 505 492 58 93 18 326 ▲36%

業務用車
運輸
(業務用車)

199 210 0 26 12 173 ▲13%

ｵﾌｨｽ・
店舗等

業務 391 421 96 75 11 236 ▲40%

工場・
その他

産業 326 433 80 58 0 296 ▲9%

運
輸

鉄道 50 60 16 6 0 38 ▲24%

船舶 45 45 0 10 0 35 ▲22%

計 94 104 16 16 0 72 ▲23%

エネルギー
転換

15 15 0.3 0 ０ 15 ▲2%

廃棄物 13 13 0 0 2 11 ▲15%

計 448 565 97 73 2 394 ▲12%

計 1,037 1,197 193 174 25 803 ▲23%

CO₂以外の温室効果ガス 57 57 0 13 0 44 ▲22%

計 1,599 1,746 251 280 42 1,172 ▲27%

※家庭用水道供給に伴う CO₂排出量（2 万 t-CO₂）は、算出過程の都合上、「オフィス・店舗等」

に含めて計算していますが、2030 年度目標値では「家庭」に含めています。
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① めざす姿の指標

指標 現状 2030 年度 調査手法及び目標設定の考え方

駅そば生活圏人口比率
67％

(2015 年度)
71%

○国勢調査の人口から推計(5 年ごと)

2050 年の目標値(78%)と現状値と

を按分して設定

自動車分担率
42％

(2011 年度)
33%

○パーソントリップ調査で実績を把握

(10 年ごと)

2050 年の目標値（25%）と現状値と

を按分して設定

市内主要地点 1 日(平日)

あたり自動車交通量

137 万台

(2015 年)

110 万台

(2030 年)
○市の統計調査

2050 年の交通手段分担率(自動車

25％、公共交通 35%)の目標値をもと

に現状値から推計
市内鉄道・市バス 1 日

あたり乗車人員合計

250 万人

(2015 年度)
252 万人

雨水の浸透・貯留率
15.5%

(2012 年)

24%

(2030 年) ○緑被率等から推計

2050年の目標値(浸透・貯留率33%、

蒸発散率 31%、直接流出 36%)と現

状値とを按分して設定

雨水の蒸発散率
23.3%

(2012 年)

27%

(2030 年)

雨水の直接流出率
61.2%

(2012 年)

49%

(2030 年)

緑化地域制度によって

確保された緑の面積
399.2ha

850ha

(2028 年度)

○緑化地域制度による面積の集計

毎年度一定面積の増加を見込み設定

エコドライブ実施率 48% 90%以上

○アンケート調査

現状値を踏まえ、前計画の目標値を引

き続き設定

「家庭」と「オフィス・

店舗等」の 1 人あたり

エネルギー消費量

100

(2013 年度)
79

○温室効果ガス排出量調査

本計画の最終エネルギー消費量の目標

値から設定

一定の省エネルギー対

策を講じた住宅の割合

15.3%

(2013 年)

30%

(2023 年)

○住宅・土地統計調査(5 年ごと)

現状値を踏まえ、前計画の目標値を引

き続き設定

省エネルギー訪問相談

件数
10,019 件 30,000 件

○延べ訪問件数

毎年度一定件数の訪問を見込み設定

太陽光発電設備の導入

容量
180,525kW 370,000kW

○国等の統計資料

住宅用 25 万 kW、事業用 12 万 kW

1-3 評価指標の考え方
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② 目標達成の指標 

指標 2013 年度 2030 年度 調査手法及び目標設定の考え方 

世帯あたり最終エネル

ギー消費量（家庭） 
100 71 

○温室効果ガス排出量調査 

本計画の最終エネルギー消費量の

目標値から設定 

1 人あたり最終エネル

ギー消費量（家庭） 
100 77 

床面積あたり最終エネ

ルギー消費量 

（オフィス・店舗等） 

100 74 

地球温暖化対策計画書

制度対象事業者の温室

効果ガス排出量 

（オフィス・店舗等） 

100 60 

○地球温暖化対策計画書の実績報

告 

本計画の温室効果ガス排出量の目

標値から設定 

地球温暖化対策計画書

制度対象事業者の温室

効果ガス排出量 

（工場・その他） 

100 91 
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資料２ 

前計画の取組状況 
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（１）低炭素モデル地区の形成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●低炭素モデル地区とは… 

 再開発事業等のまちづくりにあわせ、低炭素なまちと暮らしの姿を具体化し、

市民・事業者に示すことで、市内各所における低炭素な開発事業を誘導するため

のモデル事業 

 

●低炭素モデル地区の公募（2014 年） 

公募要件 ① 駅そば（鉄道駅から概ね 800 メートル圏内） 

           ② 0.5ｈａ以上で複数建築物が入る再開発等 

      ③ 他の同規模の地区と比べ温室効果ガス排出量 25%以上削減 

 

 

●低炭素モデル地区の認定（2015 年 2 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 錦二丁目低炭素地区 

まちづくりプロジェクト 
みなとアクルス開発事業 

主な事業者 

・錦二丁目まちづくり協議会 

・錦二丁目町内会連合 

・錦二丁目 7 番街区市街地再

開発準備組合 

・東邦ガス㈱ ・東邦不動産㈱ 

・三井不動産㈱ 

・三井不動産レジデンシャル㈱ 

総面積 約 16 ha 約 38.5 ha 

実施予定期間 
2014 年 9 月から 

2030 年 12 月まで 

2015 年 4 月から 

2023 年 3 月まで 

消費ｴﾈﾙｷﾞｰ排出

削減率 
37.4% 40.2% 

CO2 排出削減

率 
31.0% 50.6% 

 

●低炭素モデル地区認定後の取組 
 

 特徴及び主な取組 

錦二丁目低炭素 

地区まちづくり 

プロジェクト 

（特徴） 

 低炭素地区会議や都市の木質化プロジェクト、自然エネルギー利活用プロジェクト等の

組織を立ち上げ、低炭素をｷｰﾜｰﾄﾞに地域の事業者・市民団体等がまちづくりを進めている。 

2015 年 老朽化ビルによるエネルギー削減と快適性向上の実験（断熱性実験～2016 年） 

2016 年 歩道への木質化ベンチの設置 

      地区内でのエネルギーの取組を推進するため、企業連携の仕組みの検討 

2017 年 企業連携の取組の推進や、断熱実験のとりまとめと今後の方針づくり等 

みなとアクルス 

開発事業 

（特徴） 

 ガスコージェネレーションを中心に木質バイオマス電力購入、大型蓄電池、太陽光発電、

運河水熱利用等の複数のエネルギー源を組合せ、都市再開発において「中部圏初」となる電

気・熱・情報のネットワークを備えた CEMS（地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）を構築 

2016 年   エコステーション（水素・天然ガス等）開業 

2017 年   地区内に電気・熱供給を行うエネルギーセンターの運用開始 

2018 年秋  大型商業施設の開業にあわせ「まちびらき」予定 

2018 年以降  集合住宅が順次完成予定 

本市による支援 

・学識経験者等による「低炭素モデル地区アドバイザー会議」の開催 

・それぞれの事業について中日新聞への掲載、環境省関連サイトへの掲載 

・「環境アカデミー」の共催による普及啓発（錦二丁目） 

・工事仮囲い看板への普及啓発イラストの掲示（みなとアクルス） 

 

●今後の課題 

 課題 

  モデル地区を始めとした「低炭素まちづくり」の取組について、市内各所への普及を図る。 

 取組の方向性 

   低炭素モデル地区では、それぞれの地区の特徴に合わせた、「低炭素まちづくり」の実現を目指しており、その

取組がそれぞれの地区の抱える課題の解決につながっている。 

   低炭素モデル地区等における取組を、地域の特徴や課題に合わせた「低炭素まちづくり」の好事例として活用し

ながら、その他の地区でのまちづくりに展開していく。 

錦二丁目低炭素地区まちづくりプロジェクト 

既成市街地の更新に合わせ、低炭素なまちづくりを

進める。まちづくり協議会を中心にプロジェクトチー

ムを結成し、時代の変化に応じたまちの構築を目指す。 

 

みなとアクルス開発事業 

 再開発にあわせ、商業施設、集合住宅、エネルギー

施設等多様な都市機能を駅そばに集約させ、緑豊かな

空間を整備することで低炭素なまちづくりを目指す。 

 

2-1 重点施策の取組状況と課題 
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組織を立ち上げ、低炭素をｷｰﾜｰﾄﾞに地域の事業者・市民団体等がまちづくりを進めている。 
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・「環境アカデミー」の共催による普及啓発（錦二丁目） 

・工事仮囲い看板への普及啓発イラストの掲示（みなとアクルス） 

 

●今後の課題 

 課題 

  モデル地区を始めとした「低炭素まちづくり」の取組について、市内各所への普及を図る。 

 取組の方向性 

   低炭素モデル地区では、それぞれの地区の特徴に合わせた、「低炭素まちづくり」の実現を目指しており、その

取組がそれぞれの地区の抱える課題の解決につながっている。 

   低炭素モデル地区等における取組を、地域の特徴や課題に合わせた「低炭素まちづくり」の好事例として活用し

ながら、その他の地区でのまちづくりに展開していく。 

錦二丁目低炭素地区まちづくりプロジェクト 

既成市街地の更新に合わせ、低炭素なまちづくりを

進める。まちづくり協議会を中心にプロジェクトチー

ムを結成し、時代の変化に応じたまちの構築を目指す。 

 

みなとアクルス開発事業 

 再開発にあわせ、商業施設、集合住宅、エネルギー

施設等多様な都市機能を駅そばに集約させ、緑豊かな

空間を整備することで低炭素なまちづくりを目指す。 

 

2-1 重点施策の取組状況と課題 
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「低炭素まちづくり」を推進する分野ごとの取組  

既成市街地の更新では

○ 建物更新に合わせた

環境配慮技術の導入

○ 既存施設の省エネ改修

○ 地域団体による取組

など

大規模開発では

○ 都市機能の集約化

○ CEMS や熱融通による

エネルギー面的利用

○ 未利用エネルギー活用

など 

  

○ 公共交通の利便性向上

○ 都市機能の集約化

など

 

魅力向上

○ 地域内における再生可能

エネルギー等の活用

など

防 災 

みどりの保全・創出（土・水・緑） 

低影響開発の普及 （P47 参照）

緑豊かなまちづくり （P48 参照）

樹林地と農地の保全・回復・活用 （P49 参照）           

 

                                     

 

都市機能が集約された「駅そば生活圏」の構築を軸として「みどり」「交通」「エネルギー」のそれぞれの

分野における取組を進めることで、低炭素なまちづくりを図っていきます。 

 徒歩・自転車・公共交通の利用促進（移動） 

徒歩・自転車へのシフトと自動車流入抑制 （P52 参照） 

公共交通の利便性の向上 （P53 参照）

 建築物の省エネルギー化（住宅・建築物） 

エネルギーの効率的利用（環境に優しいエネルギー利用） 

住宅・建築物の低炭素化 （P57 参照）

エネルギーの利用効率の向上 （P72 参照）

都市機能の集約化（駅そば生活圏の構築） 

 
都市機能の集約化 （P44 参照）

市内駅を中心に概ね

半径 800m 圏を基本

とするゾーンを「駅そ

ば生活圏」と認定

まちづくりの特性に合わせて 地域の抱える課題に合わせて 

みなとアクルス開発事業

大規模再開発に合わせス

マートコミュニティの構

築を目指しています。

既成市街地における地

域主体の低炭素地区形成

を目指しています。

錦二丁目低炭素地区

まちづくりプロジェクト

「低炭素モデル地区」の

取組をモデルにして
○ 環境配慮の「見える化」

○ 緑陰街区の形成

など

 

高 齢 化

コベネフィットの観点

（P85 参照）

 

「低炭素モデル地区」を始めとした「低炭素まちづくり」の取組を地域の特性や課題に合わせ、他の地域

におけるまちづくりへと展開します。

 

（P45 参照） 

各分野の「低炭素まちづくり」の取組を横断的に展開 

特集１：2030年度に向けた「低炭素まちづくり」の概要

2050 年の「低炭素なまち」のイメージ 

着実な

取組の推進

市内各所

に展開
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「低炭素まちづくり」を推進する分野ごとの取組  

既成市街地の更新では

○ 建物更新に合わせた

環境配慮技術の導入

○ 既存施設の省エネ改修

○ 地域団体による取組

など

大規模開発では

○ 都市機能の集約化

○ CEMS や熱融通による

エネルギー面的利用

○ 未利用エネルギー活用

など 

  

○ 公共交通の利便性向上

○ 都市機能の集約化

など

 

魅力向上

○ 地域内における再生可能

エネルギー等の活用

など

防 災 

みどりの保全・創出（土・水・緑） 

低影響開発の普及 （P47 参照）

緑豊かなまちづくり （P48 参照）

樹林地と農地の保全・回復・活用 （P49 参照）           

 

                                     

 

都市機能が集約された「駅そば生活圏」の構築を軸として「みどり」「交通」「エネルギー」のそれぞれの

分野における取組を進めることで、低炭素なまちづくりを図っていきます。 

 徒歩・自転車・公共交通の利用促進（移動） 

徒歩・自転車へのシフトと自動車流入抑制 （P52 参照） 

公共交通の利便性の向上 （P53 参照）

 建築物の省エネルギー化（住宅・建築物） 

エネルギーの効率的利用（環境に優しいエネルギー利用） 

住宅・建築物の低炭素化 （P57 参照）

エネルギーの利用効率の向上 （P72 参照）

都市機能の集約化（駅そば生活圏の構築） 

 
都市機能の集約化 （P44 参照）

市内駅を中心に概ね

半径 800m 圏を基本

とするゾーンを「駅そ

ば生活圏」と認定

まちづくりの特性に合わせて 地域の抱える課題に合わせて 

みなとアクルス開発事業

大規模再開発に合わせス

マートコミュニティの構

築を目指しています。

既成市街地における地

域主体の低炭素地区形成

を目指しています。

錦二丁目低炭素地区

まちづくりプロジェクト

「低炭素モデル地区」の

取組をモデルにして
○ 環境配慮の「見える化」

○ 緑陰街区の形成

など

 

高 齢 化

コベネフィットの観点

（P85 参照）

 

「低炭素モデル地区」を始めとした「低炭素まちづくり」の取組を地域の特性や課題に合わせ、他の地域

におけるまちづくりへと展開します。

 

（P45 参照） 

各分野の「低炭素まちづくり」の取組を横断的に展開 

特集１：2030年度に向けた「低炭素まちづくり」の概要

2050 年の「低炭素なまち」のイメージ 
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取組の推進

市内各所

に展開
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（３）事業活動からの排出削減 

● 地球温暖化対策計画書制度 

大規模事業所に対し、自主的・計画的な地球温暖化対策を促進する制度 

これまでの取組 課 題 

 蓄積されたデータを活用した省エネ事例集

を作成 

 個々の事業所の取組を実績の推移や類似事

業所との比較を交えてフィードバックする

「省エネカルテ」の作成 
 

2013 年度から 2015 年度届出分の実績 

・届出件数 427 件 

・温室効果ガス排出量の削減率 1.5％ 

 更なる CO2削減を図るため、実績の評価及び

その公表、表彰制度の創出など、事業者にと

ってのインセンティブ付与を検討 

 中小事業所に対し、この制度を通して本市が

得た CO2削減ノウハウを情報提供するなど

の支援策を検討 

 
● 省エネ訪問相談・セミナーの開催等情報提供 

これまでの取組 課 題 

 地球温暖化対策計画書制度の対象となる事

業所へ「省エネルギー指導員」が訪問し、

省エネに関する意見交換や助言を実施 

【2016 年度実績：103 件】 

 中規模事業所（延床面積 1,000 ㎡以上）

へ「事業者環境推進員」が訪問し、省エネ

対策についての助言や補助金などの情報を

提供【2016 年度実績：1,316 件】 

 セミナーの開催や省エネ事例集の作成 

 中小事業者向けに、ニーズに応じた、助言や

情報提供をすることで、中小事業所の CO2削

減に資する支援策を検討 

 省エネに係る情報提供をする際の、分かりや

すい説明資料を作成することが必要 

 良好な事例を他の事業所へ水平展開するた

め、情報提供する機会を拡充することが必要 

 

● エコ事業所の認定・支援 

環境に配慮した取組みを自主的かつ積極的に実施している事業所を認定・支援する制度 

これまでの取組 課 題 

 より優れた取組みを実施する事業所は「優

良エコ事業所」にステップアップできる制

度を導入 

 「優良エコ事業所」の中から、優秀な他の模

範となる事業所を顕彰 

 事業所との協働による環境学習プログラム

の実施、事例報告の機会 
 

2016 年度末時点認定実績 

・エコ事業所   2,031 事業所 

・優良エコ事業所  210 事業所 

 事業者による認定申請に対するインセンティ

ブ向上を図るため、エコ事業所、優良エコ事

業所の認知度を上げることが必要 

 優良エコ事業所認定メリットの強化を図るた

め、取組発信の機会を拡充することが必要 

 

（２）市民生活からの排出削減 

● ステップ１ ますは知る（ホップ） 

これまでの取組 課 題 

 環境デーなごや 

 緑のカーテン事業（なゴーヤ隊） 

 環境に配慮した自動車の利用促進（エコド

ライブ、次世代自動車） 

 環境に配慮した消費行動の普及啓発（グリ

ーン購入、フェアトレード、地産地消） 

 EXPO エコマネー制度の実施（平成 28 年

度末終了） 

 なごやエコライフものさし、環境家計簿を

活用した節電等の啓発 

 エコスタイルの呼びかけ 

 庁内の関係部署がそれぞれの方法で啓発を

行っているが、市民に対するメッセージを

統一し、わかりやすい形で伝えることが必

要 

 事業者をはじめとする多様な主体との連携

を強化した普及啓発が必要 

 
 

● ステップ２ 買い替えの時を逃すな！（ステップ） 

これまでの取組 課 題 

 なごやエコライフものさし、環境家計簿を

活用した節電等の啓発 

 省エネ機器の更新そのものに踏み込んだ施

策が必要 

 家庭のエネルギーの見える化を促す施策が

必要 

 省エネ機器への更新を促すための、動機づ

け・インセンティブが必要 

 情報提供の強化や相談窓口の充実が必要 

 
 

● ステップ 3 低炭素化の最高峰！（ジャンプ） 

これまでの取組と課題 課題 

 省エネ・創エネ住宅設備相談 

 名古屋市ソーラーパワー診断マップ 

 住宅用創エネルギー機器の設置補助（太陽

光・太陽熱） 

 太陽光・太陽熱以外の分野も含めた、総合的

な普及促進が必要 

 設備更新を促すための、動機づけ・インセン

ティブが必要 

 情報提供の強化や相談窓口の充実が必要 
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（３）事業活動からの排出削減 

● 地球温暖化対策計画書制度 

大規模事業所に対し、自主的・計画的な地球温暖化対策を促進する制度 

これまでの取組 課 題 

 蓄積されたデータを活用した省エネ事例集

を作成 

 個々の事業所の取組を実績の推移や類似事

業所との比較を交えてフィードバックする

「省エネカルテ」の作成 
 

2013 年度から 2015 年度届出分の実績 

・届出件数 427 件 

・温室効果ガス排出量の削減率 1.5％ 

 更なる CO2削減を図るため、実績の評価及び

その公表、表彰制度の創出など、事業者にと

ってのインセンティブ付与を検討 

 中小事業所に対し、この制度を通して本市が

得た CO2削減ノウハウを情報提供するなど

の支援策を検討 

 
● 省エネ訪問相談・セミナーの開催等情報提供 

これまでの取組 課 題 

 地球温暖化対策計画書制度の対象となる事

業所へ「省エネルギー指導員」が訪問し、

省エネに関する意見交換や助言を実施 

【2016 年度実績：103 件】 

 中規模事業所（延床面積 1,000 ㎡以上）

へ「事業者環境推進員」が訪問し、省エネ

対策についての助言や補助金などの情報を

提供【2016 年度実績：1,316 件】 

 セミナーの開催や省エネ事例集の作成 

 中小事業者向けに、ニーズに応じた、助言や

情報提供をすることで、中小事業所の CO2削

減に資する支援策を検討 

 省エネに係る情報提供をする際の、分かりや

すい説明資料を作成することが必要 

 良好な事例を他の事業所へ水平展開するた

め、情報提供する機会を拡充することが必要 

 

● エコ事業所の認定・支援 

環境に配慮した取組みを自主的かつ積極的に実施している事業所を認定・支援する制度 

これまでの取組 課 題 

 より優れた取組みを実施する事業所は「優

良エコ事業所」にステップアップできる制

度を導入 

 「優良エコ事業所」の中から、優秀な他の模

範となる事業所を顕彰 

 事業所との協働による環境学習プログラム

の実施、事例報告の機会 
 

2016 年度末時点認定実績 

・エコ事業所   2,031 事業所 

・優良エコ事業所  210 事業所 

 事業者による認定申請に対するインセンティ

ブ向上を図るため、エコ事業所、優良エコ事

業所の認知度を上げることが必要 

 優良エコ事業所認定メリットの強化を図るた

め、取組発信の機会を拡充することが必要 
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[これまでの取組] 

 地域冷暖房事業の普及促進(13 地区) 

 みなとアクルス開発事業の支援 

 地区計画の決定「港明スマートタウン地区計画」 

再エネ等の活用と情報通信技術の組み合わせにより地域単位でのエネルギー利用を最適化す

るスマートエネルギーネットワークの導入を図る。 

 

（４）環境にやさしいエネルギーの利用 
 

●自然エネルギーの積極的な導入促進 
① 導入支援 

[これまでの取組] 

 住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備設置費補助の実施 

 新たな太陽光発電設備普及の仕組みの検討・推進 

➡ソーラーパワー診断マップの公開(2016 年 3 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建築物・公共施設における太陽光発電・太陽熱利用設備の整備 

[これまでの取組] 

 リース・屋根貸し・直営方式による市施設への導入 

 公共建築物の環境配慮整備指針に基づく市施設への導入 

 

平成 28 年度末までの太陽光発電の導入状況 

 施設数 設備容量[kW] 

リース 2 925 

屋根貸し 309 16,427 

直営 165 2,232 

計 476 19,584 

 

 

 

 

[課題] 

･ 買取価格の低下による導入意欲の減退への対策(FIT に頼らない普及施策) 

･ 共同住宅やオフィスビルなど、導入の進んでいない建築物への導入促進策の検討 

･ 補助制度の見直し 

（現在は住宅用の太陽光発電・太陽熱利用設備、エネファームが対象） 

･ 高効率な省エネルギー機器や HEMS の導入促進など、再生可能エネルギーの効率的利用を

推進する取組の検討 

･ 導入の進んでいない再生可能エネルギー(地中熱等)の導入検討 

大清水処分場(868kW) 

[課題] 

･ 環境配慮整備指針の適切な運用による、新築・増改築時の太陽光発電設備の導入促進 

[課題] 

･ エネルギーマネジメントの仕組み・効果についての普及啓発 

･ 他のまちづくりへの展開 

[課題] 

･ バイオマス活用の更なる推進と新たな活用策についての検討 

[課題] 

･ ごみ焼却工場の設備更新時における、更なる高効率設備導入の検討 

･ 事業者の工場排熱の利用促進 

バイオディーゼル燃料を使用しているごみ収集 車  

みなとアクルスのエネルギー供給 計画  

出典 ：みなとアクルスＨＰ  

●廃棄物・バイオマス等の活用推進 

① バイオマス活用の推進 

[これまでの取組] 

 事業系生ごみの資源化の促進 

 食用油のリサイクル(拠点回収及びバイ

オディーゼル燃料としての利用)  

 堆肥化容器等の購入補助 

 

② 余熱の有効活用 

[これまでの取組]  

 ごみ焼却工場・下水汚泥処理場における排熱を利用した給湯、空調及び発電 

●地域でのエネルギー利用・管理 

①エネルギーの面的利用、地域での管理の促進 

②再生可能エネルギーの拡大に向けたスマートエネル 

ギーシステムの検討 
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[これまでの取組] 

 地域冷暖房事業の普及促進(13 地区) 

 みなとアクルス開発事業の支援 

 地区計画の決定「港明スマートタウン地区計画」 

再エネ等の活用と情報通信技術の組み合わせにより地域単位でのエネルギー利用を最適化す

るスマートエネルギーネットワークの導入を図る。 

 

（４）環境にやさしいエネルギーの利用 
 

●自然エネルギーの積極的な導入促進 
① 導入支援 

[これまでの取組] 

 住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備設置費補助の実施 

 新たな太陽光発電設備普及の仕組みの検討・推進 

➡ソーラーパワー診断マップの公開(2016 年 3 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建築物・公共施設における太陽光発電・太陽熱利用設備の整備 

[これまでの取組] 

 リース・屋根貸し・直営方式による市施設への導入 

 公共建築物の環境配慮整備指針に基づく市施設への導入 

 

平成 28 年度末までの太陽光発電の導入状況 

 施設数 設備容量[kW] 

リース 2 925 

屋根貸し 309 16,427 

直営 165 2,232 

計 476 19,584 

 

 

 

 

[課題] 

･ 買取価格の低下による導入意欲の減退への対策(FIT に頼らない普及施策) 

･ 共同住宅やオフィスビルなど、導入の進んでいない建築物への導入促進策の検討 

･ 補助制度の見直し 

（現在は住宅用の太陽光発電・太陽熱利用設備、エネファームが対象） 

･ 高効率な省エネルギー機器や HEMS の導入促進など、再生可能エネルギーの効率的利用を

推進する取組の検討 

･ 導入の進んでいない再生可能エネルギー(地中熱等)の導入検討 

大清水処分場(868kW) 

[課題] 

･ 環境配慮整備指針の適切な運用による、新築・増改築時の太陽光発電設備の導入促進 

[課題] 

･ エネルギーマネジメントの仕組み・効果についての普及啓発 

･ 他のまちづくりへの展開 

[課題] 

･ バイオマス活用の更なる推進と新たな活用策についての検討 

[課題] 

･ ごみ焼却工場の設備更新時における、更なる高効率設備導入の検討 

･ 事業者の工場排熱の利用促進 

バイオディーゼル燃料を使用しているごみ収集 車  

みなとアクルスのエネルギー供給 計画  

出典 ：みなとアクルスＨＰ  

●廃棄物・バイオマス等の活用推進 

① バイオマス活用の推進 

[これまでの取組] 

 事業系生ごみの資源化の促進 

 食用油のリサイクル(拠点回収及びバイ

オディーゼル燃料としての利用)  

 堆肥化容器等の購入補助 

 

② 余熱の有効活用 

[これまでの取組]  

 ごみ焼却工場・下水汚泥処理場における排熱を利用した給湯、空調及び発電 

●地域でのエネルギー利用・管理 

①エネルギーの面的利用、地域での管理の促進 

②再生可能エネルギーの拡大に向けたスマートエネル 

ギーシステムの検討 
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みなとアクルス開発事業 

 既成市街地における地

域主体の低炭素地区形成

を目指しています。 

錦二丁目低炭素地区 

まちづくりプロジェクト 

特集 2：2030年度に向けた「環境にやさしいエネルギー利用～地域で循環するエネルギーシステム～」の概要 

名古屋市では、再生可能エネルギーの利活用や省エネルギーの徹底、エネルギーの利用効率の向上によって、地域で循環するエネルギーシステムの構築を目指し、環境にやさしいエネルギー利用を推進し

ます。また、環境にやさしいエネルギー利用は、地球温暖化対策だけでなく、災害対応力の向上や地域経済の活性化などのコベネフィット（相乗効果）を創出します。 

再生可能エネルギー等の利活用 

水素エネルギーの利活用 

エネルギー利用効率の向上 

省エネルギーの徹底 

社会 経済 

環境にやさしいエネルギー 

○災害対応力の向上 
 ・太陽光発電等の自立分散型電源としての活用 
○快適性・健康性の向上 
 ・建物の断熱性能向上による快適で健康的な屋内 

   環境の確保 

○高齢化社会への対応 
 ・HEMS の活用による高齢者の見守り 

○地域経済の活性化 
 ・技術開発やエネルギー関連事業の発展 

○光熱費の削減 
 ・省エネによるエネルギー消費量の削減 

○環境価値の創出 
 ・再生可能エネルギー由来の電力が持つ 

環境付加価値の取引 

再生可能エネルギー等の利活用 

省エネルギーの徹底 エネルギー利用効率の向上 

水素エネルギーの利活用 

エネルギーのコベネフィット 

･ 家庭用燃料電池（エネファーム）や業務・産業

用燃料電池の導入を促進します。 

･ 燃料電池自動車（FCV）や水素ステーションの

普及を促進します。 

○定置用燃料電池の導入促進【新規】（P73） ○新たな水素関連技術の推進【新規】（P73） 

･ 再生可能エネルギー由来の水素の製造、輸送・

貯蔵、利用を推進する事業者を支援するなど、

新たな水素関連技術の導入を促進します。 

○燃料電池自動車の普及促進【新規】（P73） 

取組方針 

主な取組 

･ 建物の断熱性・気密性の向上や、高効率な建築

設備の導入を支援し、ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス（ZEH）やネット・ゼロ・エネルギ

ー・ビル（ZEB）の普及を促進します。 

○インセンティブ制度による環境配慮行動の促進

【新規】（P71） 

･ 市民と事業者の省エネ意識の向上を図り、自

主的な省エネルギー行動を促す取組を推進し

ます。 

○ZEH・ZEB の普及促進【新規】（P59） 

取組方針 

主な取組 

○地域内における再生可能エネルギー等の活用（P72） ○スマートハウスの普及促進【新規】（P72） 

･ エネルギーマネジメントシステム（EMS）等

の導入を促進し、効率的なエネルギー利用を図

ります。 

･ 複数の建物の電気・熱需給をコントロールす

るエネルギーの面的利用を図り、無駄のない

エネルギー利用を促進します。 

○BEMS・FEMS の導入促進【新規】（P72） ○地域冷暖房の促進（P72 ） 

取組方針 

主な取組 

･ 太陽光発電により作った電気を貯めて夜間に使

用するなど、エネルギーの自家消費を促進し、

固定価格買取制度に頼らない再生可能エネルギ

ーの普及を目指します。 

取組方針 

○太陽光発電設備の導入促進【拡充】（P69） ○地中熱利用設備などの導入促進【新規】（P70） 
○工場排熱の利活用の拡大（P70） 

･ これまでに導入事例の少ない地中熱発電設備

や工場排熱などの未利用エネルギーの導入を

促進します。 

主な取組 
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みなとアクルス開発事業 

 既成市街地における地

域主体の低炭素地区形成

を目指しています。 

錦二丁目低炭素地区 

まちづくりプロジェクト 

特集 2：2030年度に向けた「環境にやさしいエネルギー利用～地域で循環するエネルギーシステム～」の概要 

名古屋市では、再生可能エネルギーの利活用や省エネルギーの徹底、エネルギーの利用効率の向上によって、地域で循環するエネルギーシステムの構築を目指し、環境にやさしいエネルギー利用を推進し

ます。また、環境にやさしいエネルギー利用は、地球温暖化対策だけでなく、災害対応力の向上や地域経済の活性化などのコベネフィット（相乗効果）を創出します。 

再生可能エネルギー等の利活用 

水素エネルギーの利活用 

エネルギー利用効率の向上 

省エネルギーの徹底 

社会 経済 

環境にやさしいエネルギー 

○災害対応力の向上 
 ・太陽光発電等の自立分散型電源としての活用 
○快適性・健康性の向上 
 ・建物の断熱性能向上による快適で健康的な屋内 

   環境の確保 

○高齢化社会への対応 
 ・HEMS の活用による高齢者の見守り 

○地域経済の活性化 
 ・技術開発やエネルギー関連事業の発展 

○光熱費の削減 
 ・省エネによるエネルギー消費量の削減 

○環境価値の創出 
 ・再生可能エネルギー由来の電力が持つ 

環境付加価値の取引 

再生可能エネルギー等の利活用 

省エネルギーの徹底 エネルギー利用効率の向上 

水素エネルギーの利活用 

エネルギーのコベネフィット 

･ 家庭用燃料電池（エネファーム）や業務・産業

用燃料電池の導入を促進します。 

･ 燃料電池自動車（FCV）や水素ステーションの

普及を促進します。 

○定置用燃料電池の導入促進【新規】（P73） ○新たな水素関連技術の推進【新規】（P73） 

･ 再生可能エネルギー由来の水素の製造、輸送・

貯蔵、利用を推進する事業者を支援するなど、

新たな水素関連技術の導入を促進します。 

○燃料電池自動車の普及促進【新規】（P73） 

取組方針 

主な取組 

･ 建物の断熱性・気密性の向上や、高効率な建築

設備の導入を支援し、ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス（ZEH）やネット・ゼロ・エネルギ

ー・ビル（ZEB）の普及を促進します。 

○インセンティブ制度による環境配慮行動の促進

【新規】（P71） 

･ 市民と事業者の省エネ意識の向上を図り、自

主的な省エネルギー行動を促す取組を推進し

ます。 

○ZEH・ZEB の普及促進【新規】（P59） 

取組方針 

主な取組 

○地域内における再生可能エネルギー等の活用（P72） ○スマートハウスの普及促進【新規】（P72） 

･ エネルギーマネジメントシステム（EMS）等

の導入を促進し、効率的なエネルギー利用を図

ります。 

･ 複数の建物の電気・熱需給をコントロールす

るエネルギーの面的利用を図り、無駄のない

エネルギー利用を促進します。 

○BEMS・FEMS の導入促進【新規】（P72） ○地域冷暖房の促進（P72 ） 

取組方針 

主な取組 

･ 太陽光発電により作った電気を貯めて夜間に使

用するなど、エネルギーの自家消費を促進し、

固定価格買取制度に頼らない再生可能エネルギ

ーの普及を目指します。 

取組方針 

○太陽光発電設備の導入促進【拡充】（P69） ○地中熱利用設備などの導入促進【新規】（P70） 
○工場排熱の利活用の拡大（P70） 

･ これまでに導入事例の少ない地中熱発電設備

や工場排熱などの未利用エネルギーの導入を

促進します。 

主な取組 
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（５）重点施策の共通基盤：低炭素社会を支える人づくり 

 

● これまでの主な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●なごやの強み 

･ 1999 年の「ごみ非常事態宣言」によるごみ減量の取組において、市民・事業者の協働

パワーは、「快適な市民生活」と「自然環境保全」を両立させ、その後の環境問題に取り

組む際の大きな礎になった。 

･ 「愛・地球博」、「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）」、「ＥＳＤユネスコ世

界会議」といった国際会議等を通して多くの人の環境意識が高まった。 

･ 市民、事業者、教育機関、行政機関が協働する「なごや環境大学」は、学びやつながりの

場として成長した。 

 

 

●今後の課題 

･ 地球温暖化問題に関心を持っている人には、さらに理解を深め、主体的に行動してもらう

とともに、これまであまり意識していなかった人にも関心を持ってもらい、意識の向上を

図っていくことが必要 

･ 環境学習で得られた成果をその参加者にとどめることなく、多くの人と共有するため、分

野や主体、世代に捉われることなく、学び合い、つながることができる場の拡大を図って

いくことが必要 

 
 

（参考）環境学習プランの策定（2016 年 3 月） 

○背景 

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の施行や、「持続可能な開発のための教

育（ESD）に関するユネスコ世界会議」の本市開催（2014 年 11 月）など、持続可能な社会の実

現に向けた人材育成や協働取組の重要性に対する認識の高まりを受け、今後の環境学習の進め方を

示す「名古屋環境学習プラン」を 2016 年 3 月に策定 

 

○基本理念 

環境学習を通じて、一人ひとりが今日の環境問題を自らの課題として捉

え、分野や主体、世代を超えて、その解決に向け主体的に行動できる人づく

り・人の輪づくりを進めることで、持続可能な社会の実現をめざします 

 

○対象 

名古屋市に住み、学び、働く、子どもから大人まで全ての人 

取組 内容 

環境学習センター（エコパ

ルなごや）の運営 

 

 身近な環境から地球環境まで。幅広く環境問題について学習する

ことができる拠点施設。体験型学習を特徴とし、気軽に楽しく学ぶ

ことができ、一般の方のみならず、多くの学校や団体が利用してい

る。 

なごや環境大学  「持続可能な地球社会」を支える「人づくり・人の輪づくり」を進

めるため、市民・事業者・教育機関・行政の協働により運営し、環境

をテーマにした各種講座やゼミナールなどを開催。 

次世代環境学習の推進 

 

 教育委員会や子ども青少年局などと連携し、保育所、幼稚園、学校

などにおいて次代を担う子どもたちの各段階に応じた、環境学習の

支援、情報提供を行う。 

 環境サポーター  保育所・幼稚園、学校から要請を受け、ボランティア講師である環

境サポーターを派遣。またサポーター養成講座や、交流会なども開

催。 

自然体験型環境学習 

-地域における環境教育支

援- 

 保健所では、身近な環境問題への気づきや、行動するきっかけづ

くりを目的に、各区の地域特性に応じた実践活動や普及啓発などを

実施。藤前干潟では、名古屋市と国や NPO などが協力して藤前干

潟ふれあい事業を実施。湿地提携を結ぶオーストラリア・ジロング

市へ中学生を派遣し、地球規模で自然環境を学ぶ取組みも実施。 

ESD フレンドシップ事業 先進的な取組をしている名古屋市立学校（園）を支援し、その成果を

普及し、ESD を継続・発展させる。 
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生活の
将来像 

指 標 項 目 指標の説明 計画策定時 
2016 年度 

結果 
2020 年度 

目標 

 

駅そば生活圏人口比率 駅そば生活圏人口／全市人口×100 
67% 

(2010 年度) 

67% 

(2015 年度) 

70% 

 

低炭素モデル地区 低炭素モデル地区が形成された地区数 ― 2 地区 2 地区程度 

 

緑被率 緑の現況調査結果に基づく緑被率 
23.3% 

(2010 年度) 
22.0% 

(2015 年度) 
27% 

 

市民１人あたりの都市公園等

の面積 

市民１人当たりの都市公園等（街区公園、
近隣公園、総合公園などの都市公園や都市
公園に類する施設）の面積 

9.4 ㎡ 

(2010 年度) 
9.5 ㎡ 10 ㎡ 

緑化地域制度によって確保さ
れた緑の面積(累計) 

緑化地域制度による面積の累計 
103.5ha 

(2010 年度) 
399.2ha 

 
375ha 

(2018 年度) 

雨水の浸透・貯留率 
雨水のうち、地中にしみこんで地下水とな
る割合 

14% 
(2001 年) 

15.5% 
(2012 年) 

18% 
 

雨水の蒸発散率 
雨水のうち、水面や地表面、植物などから

蒸発散する割合 

24% 

(2001 年) 

23.3% 

(2012 年) 
25% 

雨水の直接流出率 
雨水のうち、地中にしみこむことなく河川
等に流出する割合 

62% 
(2001 年) 

61.2% 
(2012 年) 

57% 

 

次世代自動車の割合(保有ベ
ース) 

市内全自動車に対する次世代自動車の割合 2% 19% 12%以上 

市内主要地点 1 日(平日)あた

り自動車交通量 

市内 45 地点（双方向）における 1 日（平
日）当たり自動車通過台数合計（二輪車を
除く） 

147 万台 

(2009 年度) 

137 万台 

(2015 年) 
127 万台 

市内鉄道及び市バス 1 日あた
り乗車人員合計 

市営地下鉄各駅やＪＲ東海等の市内各駅、
市バスの 1 日あたりの乗車人員の合計 

227 万人 
(2009 年度) 

250 万人 
(2015 年度) 

239 万人 

エコドライブ実施率 市民アンケート調査 42% 48.8% 90％以上 

 

家庭・業務の最終エネルギー
消費量（指数） 

温室効果ガス排出量調査で把握した、家
庭・業務での最終エネルギー消費量 

100 
93.1 

(2014 年度) 
92 

次世代省エネ建築物延べ床面

積 
(住宅、工場等除く)  

省エネ法での届出データにおける、次世代

省エネルギー基準に該当する建築物の累積
延べ床面積 

14% 
31% 

(2014 年度) 
43% 

二重サッシ等設置住宅 
二重サッシまたは複層ガラスの窓を設置し
た住宅の割合 

12% 
15% 

(2013 年度) 
30% 

(2018 年度) 

エコライフ世帯 
(日々の省エネに常に取り組
む世帯) 

市民アンケート調査 
43% 

(2010 年度) 
39.4% 90%以上 

エコ事業所認定件数(累計) 
事業活動における環境に配慮した取組を自
主的かつ積極的に実施している、本市に所

在地のある事業所数の累計 

1,284 件 
(2010 年度) 

2,031 件 2,800 件 

省エネルギー訪問相談件数
(累計) 

省エネルギーについてのアドバイス等を行

う省エネルギー訪問相談を実施した件数の
累計 

205 件 10,019 件 15,000 件 

 

最終エネルギー消費量（指

数） 

温室効果ガス排出量調査で把握した最終エ

ネルギー消費量 
100 

89.7 

(2014 年度) 
91 

自然エネルギー（太陽光・風
力）による発電設備容量 

事業者調査、補助実績、本市施設実績より
算出した太陽光発電、風力発電の発電設備

容量の合計 

約 14,500kW 188,600kW 370,000kW 

うち、住宅用太陽光発電設備
の設置戸数 

事業者調査、補助実績より算出した住宅用
太陽光発電設備の設置件数 

3,172 件 24,062 件 64,000 件 

太陽熱利用設備による集熱面
積 

補助実績、本市施設実績より算出した太陽
熱利用設備の集熱面積の合計 

619 ㎡ 2,072 ㎡ 8,000 ㎡ 

バイオマス活用 
事業者調査、産業廃棄物処理報告書等によ
り算出したバイオマスとして活用されてい
る資源の量 

24,200t 79,400t 75,000t 

 

2-2 前計画の評価指標の状況 
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資料 3 

地球温暖化を巡る動き 
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年 国際的動向 国の動向 市の動向 

1988 
（S63） 

11 月 
ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パ

ネル）設置 

  

1990 
（H2） 

 10 月 

地球温暖化防止行動計画を策定 

 

1992 

（H4） 

6 月 
環境に関する国連会議（地球サミット、
リオデジャネイロ） 

→気候変動に関する国際連合枠組条約
に 154 か国が署名（1994 年 3 月条
約発効） 

6 月 
気候変動に関する国際連合枠組条約に
署名 

（1993 年 5 月締結） 

 

1994 
（H6） 

 11 月 
環境基本計画を策定 

 

1995 
（H7） 

3 月 
COP1 がドイツ・ベルリンで開催 

  

1996 

（H8） 

7 月 
COP2 がスイス・ジュネーブで開催 

 12 月 
なごやアジェンダ 21 を策定 

1997 

（H9） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
12 月 
COP3 が京都で開催 

京都議定書を採択 

4 月 
新エネルギー利用等の促進に関する特
別措置法（新エネルギー法）を制定 

 
 
 

 
 
 

12 月 
（旧）地球温暖化対策推進本部を設置 

3 月 
名古屋市地球温暖化対策地域推進計画
を策定 

8 月 
庁内環境保全率先行動計画（エコ・あく
しょん 10）を策定 

11 月 
気候変動名古屋国際会議（第 4 回気候
変動世界自治体サミット、エコワール

ドフェアなごや）の開催 
12 月 
COP3 において、市長が ICLEI（持続

可能性をめざす自治体協議会）を代表
して意見表明 
 

1998 
（H10） 

 
 

 
 
 

11 月 
COP4 がアルゼンチン・ブエノスアイ
レスで開催 

6 月 
地球温暖化対策推進大綱を策定 

6 月 
エネルギーの使用の合理化に関する法
律（省エネ法）を改正 

10 月 
地球温暖化対策の推進に関する法律
（温対法）を制定 

 

1999 
（H11） 

 

10 月 
COP5 がドイツ・ボンで開催 

4 月 

地球温暖化対策に関する基本方針 

 

8 月 
環境基本計画を策定 

2000 

（H12） 

11 月 
COP6 がオランダ・ハーグで開催 

12 月 
第二次環境基本計画を策定 

8 月 
ICLEI 理事に市長が就任（2000.8.1～
2003.11.7） 

 
※年表中の「COP」は、国連気候変動枠組条約締約国会議のことです。 

 
 

3 地球温暖化対策を巡る動き 
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年 国際的動向 国の動向 市の動向 

2001 

（H13） 

3 月 
米国が京都議定書からの離脱を表明 

4 月 
IPCC 第 3 次評価報告書 
7 月 

COP6 再開会合がドイツ・ボンで開催 
11 月 
COP7 がモロッコ・マラケシュで開催 

 
 

4 月 
国等による環境物品等の調達の推進等
に関する法律（グリーン購入法）施行 

（2000 年 5 月制定） 

3 月 
市役所庁舎において ISO14001 認証

を取得 
3 月 
地球温暖化防止行動計画を策定 

6 月 
職員行動基準を制定 
6 月 

エコライフ家庭認定制度を創設 
7 月 
グリーン購入推進指針・同ガイドライ

ンを制定 

2002 

（H14） 

 

 
 
 

 
 
8～9 月 

ヨハネスブルグ・サミット（持続可能な
開発に関する世界首脳会議）が開催 
10 月 

COP8 がインド・ニューデリーで開催 

3 月 

新・地球温暖化対策推進大綱を策定 
6 月 
京都議定書を締結 

6 月 
温対法を改正 
6 月 

省エネ法を改正 

3 月 

エコ事業所認定制度を創設 
4 月 
ゼロエミッションイベント実施要綱を

制定 
7 月 
環境審議会「公害防止条例の見直しに

あたっての基本的な考え方」答申 
7 月 
第 2 次庁内環境保全率先行動計画（な

ごやエコ・あくしょん）を策定 

2003 
（H15） 

12 月 
COP9 がイタリア・ミラノで開催 

  

2004 
（H16） 

12 月 

COP10 がアルゼンチン・ブエノスア
イレスで開催 

 4 月 

地球温暖化対策計画書制度を開始 

2005 

（H17） 

2 月 
京都議定書を発効 
 

 
 
11～12 月 

COP11 がカナダ・モントリオールで
開催  

2 月 
温対法を全面施行（2002年6月改正） 
4 月 

京都議定書目標達成計画を策定 
6 月 
温対法を改正 

8 月 
省エネ法を改正 

3 月 
なごや環境大学を開講 
5 月 

環境審議会が「環境基本計画の見直し
について」を答申 
5 月 

市長を本部長とする地球温暖化対策推
進本部を設置 

2006 
（H18） 

5 月 
「ポスト京都」に向けた国際会議（気候
変動対策に関する協議）がドイツ・ボン

で開催 
 
11 月 

COP12 がケニア・ナイロビで開催 

4 月 
第三次環境基本計画を改正 
6 月 

温対法を改正 
7 月 
京都メカニズムクレジット取得事業の

公募を開始 

7 月 
第 2 次環境基本計画を策定 
7 月 

第 2 次地球温暖化防止行動計画を策定 
12 月 
グリーン配送を開始 

2007 
（H19） 

 
11 月 
IPCC 第 4 次評価報告書を公表 

12 月 
COP13 がインドネシア・バリ島で開
催 

 8 月 
第 3 次庁内環境保全率先行動計画（な
ごやエコ・あくしょん 2010）を策定 

2008 

（H20） 

4 月 

京都議定書第一約束期間開始（～
2012） 
 

12 月 
COP14 がポーランド・ポズナンで開
催 

5 月 

省エネ法を改正 
6 月 
温対法を改正 

7 月 

環境首都づくり推進会議を設置 
12 月 
エコドライブマイスター認定制度を開

始 

2009 
（H21） 

12 月 
COP15 がデンマーク・コペンハーゲ

ンで開催 

 11 月 
低炭素都市 2050 なごや戦略を策定 

 



28

年 国際的動向 国の動向 市の動向 

2010 

（H22） 

11～12 月 
COP16 がメキシコ・カンクンで開催 

  

2011 
（H23） 

 

 
 
 

11～12 月 
COP17 が南アフリカ・ダーバンで開
催 

3 月 

東日本大震災 

3 月 

名古屋市役所環境行動計画2020を策
定 
12 月 

環境審議会が「第 3 次名古屋市環境基
本計画の策定について」を答申 
12 月 

第 3 次名古屋市環境基本計画を策定 
12 月 
低炭素都市なごや戦略実行計画を策定 

2012 
（H24） 

 
11～12 月 
COP18 がカタール・ドーハで開催 

7 月 
再生可能エネルギーの固定価格買取制
度を導入 

 

2013 

（H25） 

 
11 月 
COP19 がポーランド・ワルシャワで

開催 

5 月 
温対法を改正 

 
11 月 
リース方式による太陽光発電設備を導

入 

2014 

（H26） 

 
10 月 
IPCC 第 5 次評価報告書を公表 

10 月 
COP20 がペルー・リマで開催 

 1 月 
屋根貸し方式による太陽光発電設備を
導入 

2015 

（H27） 

 
９月 
持続可能の開発のための2030アジェ

ンダを採択（国連総会） 
11～12 月 
COP21 がフランス・パリで開催 

パリ協定を採択 

 
7 月 
長期エネルギー需給見通しを策定 

7 月 
約束草案を国連に提出 
11 月 

気候変動の影響への適応計画を策定 

2 月 
低炭素モデル地区事業を認定（2 事業） 

2016 

（H28） 

 

 
11 月 
COP22 がモロッコ・マラケシュで開

催 

 

5 月 
地球温暖化対策計画を策定 
5 月 

温対法を改正 

3 月 

ソーラーパワー診断マップを公開 

2017 
（H29） 

6 月 
米国がパリ協定から離脱を表明 
11 月 

COP23 がドイツ・ボンで開催 

  

2018 

（H30） 

  3 月 
低炭素都市なごや戦略第２次実行計画
を策定 

名古屋市役所環境行動計画2030を策
定 
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＜平成 30 年 4月1日より市役所組織が変更になります＞

この冊子は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

第 2 次実行計画
低炭素都市なごや戦略 


